
１　基本的な考え方

　・この財政推計は、合併建設計画を作成する上での参考資料とするものです。

　・財政推計とは、東近江市１市4町合併協議会において作成された「新市まちづくり計画」に追加される額を積算したものです。

　・積算にあたっては、歳入・歳出それぞれ各科目ごとに現況及び過去の実績を考慮しながら、積算基本根拠に基づき作成しています。

　・積算基本根拠は、今後の社会情勢の変化や国・県の動向など不確定要素が多いことから、推計結果と将来の財政状況に格差が生じる場合があります。

　・積算にあたっては、各事務事業の調整が未了であるため、数値は推計値を使用し、今後、事務事業調整後、数値が大きく変わる場合は変更するものとします。

　・また、積算値は、財政推計を作成する上での仮定であり、今後の協議会の調整を束縛するものではありません。

２　積算方法

（１）基本事項
　・合併建設計画における財政計画は11年間ですが、合併年度を含む15年間を推計期間としています。

（２）積算基本根拠
　　・財政推計は、普通会計を対象として作成しています。

　　・国立社会保障・人口問題研究所の人口推計を参考に将来人口を設定し、必要科目に反映しています。

　　・歳入・歳出それぞれの科目については、別表に基づき設定しています。

　　・上記の科目設定に基づき、単独推計（能登川町および蒲生町の現況を合算し推計した将来収支見込）を基に、東近江市財政計画に追加される財政推計を作成しています。

財　　政　　推　　計

東近江市・能登川町・蒲生町合併検討協議会

財政計画（素案）補足資料



合併による財政影響額

● 市税の増加

法人市民税（法人税割）について、税率が変わることにより市税が増加します。

■調整方針
東近江市 14.70％(資本金1億円以上等)それ以外13.70%
能登川町 13.50％
蒲生町 14.00％

★影響額試算

年間 約3,100万円の増 (但し、景気等で変動します)

● 使用料の減少

使用料のうち、影響の大きいと思われる保育料については、東近江市では、概ね
国の基準の80％としていることから、減少します。

■調整方針
合併時は現行のとおり。平成18年度から東近江市の保育料に統一。

★影響額試算

年間 約1,200万円の減 (平成14年度の国の基準に基づく)

● 扶助費の増加

市制への移行に伴い、２町分の生活保護費等の事務が県から移譲されますので、
大きく増加します。また、高齢者福祉、障害者福祉、福祉医療など東近江市への制
度に統一されることから、各項目についての増減を反映しています。

扶助費全体・・・・年間 1億1,000万円の増

■生活保護費・・・年間 1億２,500万円の増

■高齢者福祉・・・年間 270万円の増

■障害者福祉・・・年間 1,630万円の増

■福祉医療 ・・・年間 3,280万円の減 等

● 人件費の削減

合併と同時に、能登川町、蒲生町における町長等特別職の失職や議員数の減を見込んでいます。
また、効率的な行政運営を図ることができることから職員数についても削減効果が期待できます。

★影響額試算

■職員数及び職員給
東近江市と人口規模が同程度の自治体の職
員数を参考に目標を設定しています。
職員給の影響額については、東近江市(1市
4町)の職員についても削減途中となりますが、
1市2町の合併により、より多く削減すること
ができると見込まれます。

職員数

議員

特別職

－873人1067人

※合併後の職員数は平成31年度の目標人数です。

年間3.8千万円34人52人

年間7.8千万円4人12人
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● 投資的経費の推移
道路や施設等の建設費である投資的経費に
ついては、合併特例債を活用し、合併建設計
画にもとづく新たなまちづくり事業が可能と
なります。
東近江市（1市4町合併）における「新市
まちづくり計画」と併せて、一体性の確保や
均衡ある発展の実現に向けて実施いたします。

☆合併特例債事業は、合併後10年間に限り
実施可能で、対象事業費のうち95％分の借
入が可能で、その償還金の70％が普通交付
税として毎年交付されます。

● 物件費の削減

合併当初は、電算システムの統合等臨時的な経費が支出されますが、行政運営の
効率化により削減することができると見込んでいます。

★影響額試算

年間 約3,３00万円削減

億円
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別表

積算基本根拠（歳入）

市町民税

個人市町民税(均等割） ・各年の納税義務者数×3,000円
　納税義務者数は、平成14年7月1日時点におけ
る住民基本台帳人口に対する納税義務者数の割
合に、各年の推計人口を乗じて推計。

個人市町民税(所得割）
・
/
平成12～16年度決算・決算見込額の５ヵ年平均額を平成12年国調の生産年齢人口(15
～64歳)で割った数値に、各年の生産年齢人口を乗じて推計。

法人市町民税

・
/
平成15～16年度決算・決算見込み額の２ヵ年平均額を固定。
ただし、所得譲与税は三位一体の改革を勘案し推計。

・平成12～16年度決算・決算見込額の５ヵ年平均額を固定。
ただし、利子割交付金は平成15～16年度決算・決算見込額の2ヵ年平均額を固定。
また、配当割り交付金、株式等譲渡交付金は平成16年度決算見込額を固定。

利子割交付金　　　　　　　  (031百万円)
配当割交付金　　　　　　　  (　 2百万円）
株式等譲渡所得割交付金 (　 1百万円)
地方消費税交付金　　　 　 (270百万円)
ゴルフ場利用税交付金 　　(036百万円)
自動車取得税交付金　 　　(091百万円)
地方特例交付金　　　　 　　(177百万円)
交通安全対策特別交付金 (005百万円)
※カッコ内は平成17年度以降の内訳。

普通交付税

通常分

・
・

・

平成17～31年度までは合併算定替に基づき推計。
平成17～27年度までは各年度の単独推計額を計上し、平成28～31年度までは、本来の
普通交付税額（一本算定）まで逓減する。
各年度2町分の市制移行に伴う生活保護費算入額を増額。

・
・

・

平成16年度算定額をベースに、人口推計等を基に算出。
臨時財政対策債は、平成17年度以降普通交付税として取り
扱う。
三位一体の改革による削減額を考慮し算出。

臨時財政対策債償還分 ・平成13～16年度借入分の臨時財政対策債の償還金に係る普通交付税措置額を推計。

合併特例債償還分 ・合併特例債の償還条件に基づく各年の元利償還金の70％を普通交付税に増額。

合併補正

特別交付税

通常分
・
/
平成12～16年度決算・決算見込額の５ヵ年平均額を基に、制度改正による削減を考慮
し、普通交付税の削減率と同様に削減されるとして推計。

包括的支援分
･ 合併を機に行われる新たなまちづくりの財政需要に的確に対応するため交付される包
括的な財政措置。
1)平成18年度　111,099千円　2)平成19年度66,659千円　3)平成19年度44,440千円

設　　　定　　　方　　　法

財　　　政　　　推　　　計 単　　　独　　　推　　　計

各種交付金等

・合併直後の臨時的経費に対して交付される。
　　1)平成18～21年度　毎年132,005千円　2)平成22年度167,993千円

備　　　　　考科　　　　　　目

固定資産税

・同左

地
　
　
方
　
　
税

入湯税

都市計画税

軽自動車税・たばこ税

・平成12～16年度決算・決算見込額の５ヵ年平均額を固定。

・平成12～16年度決算・決算見込額の５ヵ年平均額を固定。

・同左

・同左

・各年の納税義務者数×3,000円

・同左

・同左

・同左

地
方
交
付
税

　特別土地保有税は、軽自動車税・たばこ税の欄
に含んでいます。ただし、特別土地保有税は平成
15年度以降除外しています。

地方譲与税 ・同左
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国庫支出金

･
･

･
･

平成12～16年度決算・決算見込額を基準に推計。
普通建設事業および生活保護費以外の部分は、年率2.0％ずつ削減（平成26年度まで
削減し、平成27年度以降は平成26年度数値を固定）。
普通建設事業分は事業費に合わせて変動。
生活保護費分は、生活保護費に係る扶助費の4分の3が交付されるとして推計。

県支出金

･
･

･

平成12～16年度決算・決算見込額を基準に推計。
普通建設事業費以外の部分は、年率2.0％ずつ削減（平成26年度まで削減し、平成27
年度以降は平成26年度数値を固定）。
普通建設事業分は事業費に合わせて変動。

･
・
滋賀県市町村合併支援特例交付金（平成17～21年度）
　総額100,000千円　5年間均等　20,000千円

･
・
平成12～16年度決算・決算見込額の５ヵ年平均額に合併特例債に係る新市まちづくり
基金（仮称）の運用益を加え計上。

・年度間の財源調整のため、必要年度に所要額を繰り入れる。

･
･
各年の普通建設事業費の財源として見込んだ額を計上。
減税補てん債については平成15年度許可額を平成16年度以降固定。

･
･
・

平成12～16年度決算・決算見込額の５ヵ年平均額を固定。
減税補てん債については平成15年度許可額を平成16年度
以降固定。

　償還条件は、金利2.0%、償還期間20年（措置3
年）、元利均等償還とする。

　償還条件は、金利2.0%、償還期間15年（措置3
年）、元利均等償還とする。

地
方
債

諸収入

通常分

合併特例債分
・合併特例債対象事業費の95％を起債とする。
　　上限額　建設分：約219.2億円　基金分：約6.4億円

･除外する・前年度収支差額を計上。

分担金・負担金

･同左

・平成12～16年度決算・決算見込額の５ヵ年平均額を固定。 ･同左

･除外する

・平成12～16年度決算・決算見込額の５ヵ年平均額を固定。 ・同左

・平成12～16年度決算・決算見込額の５ヵ年平均額を固定。

・平成12～16年度決算・決算見込額の５ヵ年平均額を固定。

繰入金

繰越金

使用料・手数料

財産収入

寄附金

合併支援特例交付金分

・同左

財　　　政　　　推　　　計

通常分

科　　　　　　目
設　　　定　　　方　　　法

・同左

備　　　　　考
単　　　独　　　推　　　計
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財政影響額積算根拠（歳出）

･
・
・

平成12～16年度決算・決算見込額の５ヵ年平均額を固定。
ただし、能登川町においては平成16年度の定数削減を考
慮し推計。

･
・
・
・

農業委員会を除く２町の行政委員会は全員失職するとして削減。
農業委員会は、定数まで減少すると仮定して削減。
農業委員会の定数は選挙委員35人、選任委員11人として推計。
その他の委員等については、個別推計値で固定。

・２町の特別職は、合併と同時に失職することから削減。

･

･

・

類似団体を参考に、1,067人（平成16年4月）から、平成32年度までの15年間で200人
程度削減することを目標とする。
平成14年度決算額を基礎とし、東近江市（1市４町）合併による削減額も考慮し影響額
を積算し推計。
定期昇給分として各年1.5％の伸びを見込む。

･

・
･

２町の議員、特別職分については削減し、増員される議員分について所要額を増額。
職員分については職員削減を考慮し影響額を積算し推計。
負担金単価は平成14年度決算における八日市市の単価を用いて推計。

･
・
２町については、合併後滋賀県市町村退職手当組合から脱退する。
各年度の退職者数に、平均退職金を乗じて退職手当の影響額を積算し推計。

･ ２町は、滋賀県市町村職員退職手当組合に加入しているこ
とから、平成12～16年度決算・決算見込額の５ヵ年平均額
を固定。

･
･
･

類似団体における人口一人当たりの歳出額を参考に影響額を積算し推計。
合併後の臨時的経費については、特別交付税、県支出金において臨時的に措置さ
れる総額と同額が支出されるとして推計。

･平成12～16年度決算・決算見込額の５ヵ年平均額を平成
12年国勢調査人口で割った人口一人当たりの額に各年の
推計人口を乗じて推計。

･

･
･

平成16年度決算見込額を平成16年推計人口で割った人口一人当たり決算額に各年
の推計人口を乗じて推計。
事務事業調整による影響額についても試算し、また、生活保護費分として、２町の平
成15年度実績を基に推計し上乗せする。

･
・
平成16年度決算見込額を平成16年推計人口で割った人口
一人当たり決算額に各年の推計人口を乗じて推計。

･
･
平成12～16年度決算・決算見込額の５ヵ年平均額を固定。
ただし、一部事務組合分については、将来の所要の額を見込む。

財　　　政　　　推　　　計 単　　　独　　　推　　　計

委員等報酬

・議員定数は、法定上限定数の34人として推計。
　　東近江市議員定数24人に対して、10人増員

・平成12～16年度決算・決算見込額の5ヵ年平均額を固定。

議員報酬手当

・同左

特別職給与 ・平成12～16年度決算・決算見込額の5ヵ年平均額を固定。

職員給 ・平成12～16年度決算・決算見込額の5ヵ年平均額を固定。

人
　
　
　
　
件
　
　
　
　
費

物件費

備　　　　　考科　　　　　　目
設　　　定　　　方　　　法

共済組合等負担金 ・平成12～16年度決算・決算見込額の5ヵ年平均額を固定。

退職金
（退職手当組合負担金）

その他 ・平成12～16年度決算・決算見込額の５ヵ年平均額を固定。

維持補修費 ・平成12～16年度決算・決算見込額の５ヵ年平均額を固定。 ・同左

扶助費

補助費等 ・同左
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投資的経費

･合併建設計画に基づく主要な経費及びその他の普通建設事業を見込む。

標準全体事業費
180億円×(合併後人口114,395人÷10万人×
0.000+1.000)×(増加人口70,044人÷1万人×
0.083+1.250×1.714-東近江市合併分
33,423,395千円＝23,077,884千円

公債費

･
･
平成15年度以前起債分は、各市町の償還計画に基づく額。
平成16年度以降起債分は、歳入の地方債の額の償還額を推計。

積立金
･
･
・

各年度の剰余額を積み立てる。
合併特例債を活用した新市まちづくり基金（仮称）造成分として、平成18年度に一括
して674,620千円を積み立てる。

･
・
平成17年度以降当該年度の収支にかかわらず積み立ては
行わない。

標準基金規模
3億円×(合併市町村数7)＋(1万人×増加人口
70,044人)＋(5千円×合併後人口114,395人)＝
3,372,415千円①
①×1.5倍＝5,058,623千円＞40億円上限
東近江市（1市4町合併）=3,325,380千円②
4,000,000-②=674,620千円

･
・

平成12～16年度決算見込の５ヵ年平均額を基に平成12年国調人口一人当たり決算
額（老人福祉費分については、65歳以上推計人口）に各年の推計人口を乗じて推
計。

科　　　　　　目
設　　　定　　　方　　　法

備　　　　　考
財　　　政　　　推　　　計 単　　　独　　　推　　　計

・平成12～16年度決算・決算見込額の5ヵ年平均額を固定。通常分

合併特例債事業分 ・合併建設計画に基づき、必要年度に対象事業経費を計上。

合併特例債分

･同左

・合併特例債の償還計画に基づく額。

通常分

繰出金 ･同左

投資・出資・貸付金 ・平成12～16年度決算・決算見込額の５ヵ年平均額を固定。 ･同左
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（単位：百万円）
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
（実績） （実績）
4,147 3,986 3,836 4,273 4,314 4,323 4,332 4,342 4,351 4,350 4,349 4,348 4,347 4,346 4,344 4,341 4,340 4,337

個人市町民税（均等割） 26 26 33 43 44 44 44 45 45 45 46 46 46 46 46 46 47 47
個人市町民税（所得割） 1,223 1,147 1,065 1,240 1,249 1,258 1,267 1,276 1,285 1,284 1,282 1,281 1,280 1,279 1,277 1,274 1,272 1,269
法人市町民税 442 521 465 635 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666
固定資産税 2,225 2,053 2,035 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122
軽自動車税・たばこ税 231 239 238 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233
入湯税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
都市計画税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 140 192 267 333 340 342 344 345 346 347 348 348 349 350 350 351 352
621 603 577 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613
3,215 3,370 3,181 3,122 3,213 3,274 3,338 3,350 3,492 3,360 3,401 3,451 3,500 3,538 3,490 3,441 3,376 3,317

普通交付税 2,702 2,895 2,798 2,760 2,762 2,867 2,954 3,010 3,152 3,020 3,061 3,111 3,160 3,198 3,150 3,101 3,036 2,977
（通常分） 2,702 2,895 2,798 2,720 2,564 2,608 2,656 2,706 2,754 2,764 2,779 2,804 2,827 2,839 2,766 2,695 2,610 2,531

(臨時財政対策債償還分） ------ ------ ------ 40 66 114 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147
(特例債償還分：建設） ------ ------ ------ ------ ------ 5 10 16 41 67 93 118 144 170 195 217 237 257
(特例債償還分：基金） ------ ------ ------ ------ ------ 8 9 9 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

(合併補正） ------ ------ ------ ------ 132 132 132 132 168 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
特別交付税 513 475 383 362 451 407 384 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340

（通常分） 513 475 383 362 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340
（包括的支援分） ------ ------ ------ ------ 111 67 44 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

894 912 463 540 670 661 653 645 638 647 639 632 624 624 573 573 573 574
県支出金 1,078 1,282 815 826 737 726 714 703 673 713 703 693 683 683 793 793 793 793

（通常分） 1,078 1,282 815 806 717 706 694 683 673 713 703 693 683 683 793 793 793 793
（合併支援特例交付金） ------ ------ ------ 20 20 20 20 20 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

分担金・負担金 361 912 458 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
使用料・手数料 219 260 130 209 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197
財産収入 12 11 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
寄附金 0 0 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
繰入金 991 76 706 0 0 34 30 45 0 184 0 0 0 9 94 85 7 0
繰越金 480 409 343 172 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
諸収入 364 411 447 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292
地方債 2,001 2,555 1,816 538 1,411 770 770 770 769 874 874 873 874 874 707 707 707 707

（通常分） 2,001 2,555 1,816 538 379 379 379 379 378 483 483 482 483 483 707 707 707 707
（合併特例債：建設） ------ ------ ------ ------ 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 ------ ------ ------ ------
（合併特例債：基金） ------ ------ ------ ------ 641 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

14,512 14,927 12,977 11,374 12,302 11,752 11,803 11,823 11,892 12,098 11,937 11,969 12,000 12,047 11,975 11,914 11,771 11,704

人件費 2,678 2,616 2,672 2,583 2,456 2,597 2,536 2,587 2,540 2,649 2,489 2,453 2,439 2,575 2,317 2,261 2,216 1,928
議員報酬手当 117 116 104 78 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
委員等報酬 41 42 48 45 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
特別職給与 82 80 70 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
職員給 1,891 1,842 1,872 1,889 1,955 1,960 1,925 1,933 1,899 1,898 1,806 1,766 1,700 1,652 1,524 1,498 1,397 1,315
共済組合等負担金 329 328 348 327 321 320 315 314 310 308 299 293 286 280 269 268 261 249
退職金 193 190 194 159 59 196 175 219 210 322 263 273 332 522 403 374 437 243
その他 25 18 36 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

物件費 1,485 1,457 1,898 1,575 1,670 1,639 1,630 1,598 1,591 1,597 1,603 1,609 1,615 1,621 1,626 1,630 1,635 1,639
25 24 45 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

扶助費 669 849 781 841 928 936 945 954 962 966 970 975 978 982 986 989 992 995
補助費等 2,285 2,209 2,271 2,343 2,362 2,388 2,442 2,411 2,299 2,296 2,301 2,303 2,260 2,268 2,260 2,249 2,250 2,252
投資的経費 4,637 4,947 2,441 1,430 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,950 1,950 1,950 1,950

（通常分） 4,637 4,947 2,441 1,430 940 940 940 940 940 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,950 1,950 1,950 1,950
（合併特例債事業分） ------ ------ ------ ------ 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 ------ ------ ------ ------

公債費 1,320 1,417 1,584 1,393 1,530 1,563 1,604 1,609 1,650 1,570 1,511 1,522 1,517 1,510 1,492 1,477 1,356 1,340
（通常分） 1,320 1,417 1,584 1,393 1,530 1,545 1,577 1,574 1,531 1,414 1,318 1,293 1,251 1,207 1,152 1,107 957 912

(合併特例債：建設分） ------ ------ ------ ------ ------ 7 14 22 59 96 133 169 206 243 280 310 339 368
(合併特例債：基金分） ------ ------ ------ ------ ------ 11 13 13 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

11 36 9 55 745 0 0 0 168 0 26 52 118 0 0 0 0 214
45 16 31 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

繰出金 946 1,013 1,071 1,088 1,105 1,123 1,140 1,158 1,176 1,194 1,211 1,229 1,247 1,265 1,278 1,292 1,306 1,320
14,101 14,584 12,803 11,374 12,302 11,752 11,803 11,823 11,892 12,098 11,937 11,969 12,000 12,047 11,975 11,914 11,771 11,704

411 343 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合　　　　　　　計

地方譲与税
各種交付金等
地方交付税

財　　政　　推　　計

国庫支出金

歳入歳出差引額

積立金
投資・出資・貸付金

歳
　
　
　
　
　
　
　
出

合　　　　　　　計

維持補修費

歳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入

地方税
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（単位：百万円）
H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
（実績） （実績）
4,147 3,986 3,836 4,272 4,282 4,291 4,300 4,310 4,319 4,318 4,317 4,316 4,315 4,314 4,312 4,309 4,308 4,306

個人市町民税（均等割） 26 26 33 43 44 44 44 45 45 45 46 46 46 46 46 46 47 47
個人市町民税（所得割） 1,223 1,147 1,065 1,240 1,249 1,258 1,267 1,276 1,285 1,284 1,282 1,281 1,280 1,279 1,277 1,274 1,272 1,270
法人市町民税 442 521 465 634 634 634 634 634 634 634 634 634 634 634 634 634 634 634
固定資産税 2,225 2,053 2,035 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122
軽自動車税・たばこ税 231 239 238 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233
入湯税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
都市計画税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 140 192 267 333 340 342 344 345 346 347 348 348 349 350 350 351 352
621 603 577 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613
3,215 3,370 3,181 3,122 2,770 2,860 2,938 2,987 3,032 3,041 3,056 3,080 3,103 3,113 3,080 3,095 3,093 3,108

普通交付税 2,702 2,895 2,798 2,760 2,430 2,520 2,598 2,647 2,692 2,701 2,716 2,740 2,763 2,773 2,740 2,755 2,753 2,768
（通常分） 2,702 2,895 2,798 2,720 2,364 2,406 2,451 2,500 2,545 2,554 2,569 2,593 2,616 2,626 2,593 2,608 2,606 2,621

(臨時財政対策債償還分） 0 0 0 40 66 114 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147
(特例債償還分：建設） ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
(特例債償還分：基金） ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

(合併補正） ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
特別交付税 513 475 383 362 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340

（通常分） 513 475 383 362 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340
（包括的支援分） ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

894 912 463 541 532 523 514 505 497 489 480 472 465 465 465 465 465 465
県支出金 1,078 1,282 815 734 722 711 700 689 678 667 657 647 637 637 637 637 637 637

（通常分） 1,078 1,282 815 734 722 711 700 689 678 667 657 647 637 637 637 637 637 637
（合併支援特例交付金） ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

分担金・負担金 361 912 458 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
使用料・手数料 219 260 130 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
財産収入 12 11 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
寄附金 0 0 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
繰入金 991 76 706 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
繰越金 480 409 343 172 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
諸収入 364 411 447 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292
地方債 2,001 2,555 1,816 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780

（通常分） 2,001 2,555 1,816 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
（合併特例債：建設） ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
（合併特例債：基金） ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

14,512 14,927 12,977 11,524 11,055 11,141 11,210 11,251 11,287 11,277 11,273 11,279 11,284 11,294 11,260 11,272 11,270 11,284

人件費 2,678 2,616 2,672 2,657 2,657 2,657 2,657 2,657 2,657 2,657 2,657 2,657 2,657 2,657 2,657 2,657 2,657 2,657
議員報酬手当 117 116 104 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
委員等報酬 41 42 48 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
特別職給与 82 80 70 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
職員給 1,891 1,842 1,872 1,889 1,889 1,889 1,889 1,889 1,889 1,889 1,889 1,889 1,889 1,889 1,889 1,889 1,889 1,889
共済組合等負担金 329 328 348 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331
退職金 193 190 194 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
その他 25 18 36 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

物件費 1,485 1,457 1,898 1,555 1,568 1,582 1,596 1,609 1,623 1,629 1,636 1,642 1,648 1,655 1,659 1,664 1,669 1,674
25 24 45 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

扶助費 669 849 781 810 818 826 833 841 848 852 856 859 863 866 869 872 875 878
補助費等 2,285 2,209 2,271 2,343 2,362 2,388 2,442 2,411 2,299 2,296 2,301 2,303 2,260 2,268 2,259 2,249 2,250 2,252
投資的経費 4,637 4,947 2,441 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178

（通常分） 4,637 4,947 2,441 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178
（合併特例債事業分） ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

公債費 1,320 1,417 1,584 1,393 1,534 1,557 1,597 1,613 1,598 1,509 1,440 1,440 1,424 1,401 1,367 1,339 1,205 1,176
（通常分） 1,320 1,417 1,584 1,393 1,534 1,557 1,597 1,613 1,598 1,509 1,440 1,440 1,424 1,401 1,367 1,339 1,205 1,176

(合併特例債：建設分） ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
(合併特例債：基金分） ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

11 36 9 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
45 16 31 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

繰出金 946 1,013 1,071 1,088 1,105 1,123 1,140 1,158 1,176 1,193 1,211 1,229 1,247 1,265 1,278 1,292 1,306 1,320
14,101 14,584 12,803 12,090 12,288 12,377 12,509 12,533 12,445 12,380 12,345 12,374 12,343 12,356 12,333 12,317 12,206 12,201

411 343 174 △566 △1,233 △1,236 △1,299 △1,282 △1,158 △1,103 △1,072 △1,095 △1,059 △1,062 △1,073 △1,045 △936 △917

合　　　　　　　計

地方譲与税
各種交付金等
地方交付税

単　　独　　推　　計

国庫支出金

歳入歳出差引額

積立金
投資・出資・貸付金

歳
　
　
　
　
　
　
　
出

合　　　　　　　計

維持補修費

歳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入

地方税
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●地方税 

地方税には、市町村民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税の普通税と、入湯税、都市計

画税の目的税があります。 

（普通税） 

  市町村民税は、個人と法人に区分され、均等割と所得割（法人税割）によって課税されます。

固定資産税は、土地、家屋、償却資産に区分され課税されます。軽自動車税は、軽自動車や原

動機付自転車などに課税されます。たばこ税は、市町内で消費されるたばこの消費量に合わせ

て課税されます。 

（目的税） 

  入湯税は、観光の振興のための費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯行

為に対して課税されます。都市計画税は、都市計画事業等のための費用にあてるために設けら

れた目的税で、都市計画区域内の土地および家屋の所有者に対して課税されます。 

●地方譲与税 

国が徴収し、地方公共団体に対して譲与する税。所得譲与税、地方道路譲与税、自動車重量

譲与税などがあります。 

●各種交付金等 

各種交付金等には、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交

付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付

金があります。 

○利子割交付金・・・・・・・利子所得に対する 20％の利子税が、国 15％、県 5％の割合

で按分され、県配分額から事務費を除いた5分の3が市町村

に交付されます。 

○配当割交付金・・・・・・・県民税である配当割から事務費を除いた 3 分の２が市町村に

交付されます。 

○株式等譲渡所得割交付金・・県民税である株式等譲渡所得割から事務費を除いた 3 分の２

が市町村に交付されます。 

○地方消費税交付金・・・・・消費税5％のうち1％が地方消費税で都道府県が課税し、その

50%が人口と、市町村内の従業員数で按分され交付されます。 

○ゴルフ場利用税交付金・・・ゴルフ場の規模、利用料金等を基準として課税され、利用税の

70%はゴルフ場が所在する市町村に交付されます。 

○自動車取得税交付金・・・・自動車取得税に 95％を乗じて得た額の 70％が、市町村道の

延長及び面積により按分され交付されます。 

○地方特例交付金・・・・・・恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部を補てんするため、地

方税の代替的性格を有する財源として、国から交付されます。 

○交通安全対策特別交付金・・交通反則金等収入から事務費等を控除した額が、過去の死傷を

伴う交通事故発生件数及び人口集中地区人口により按分され

交付されます。 

 

 

●地方交付税 

地域によって地方税の収入額に差があるため、標準的な行政を行うための支出に比べて、地

方税収入が不足する地方自治体に対し、その差額を埋めるために、国にいったん集めてから交

付される税。国税のうち所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税の一定割合が地方交付税の

総額となります。 

各自治体の基準財政需要額（妥当な水準で行政を行うために必要な経費）と基準財政収入額

（税等をどの程度確保できるか試算した額）を算定し、財源不足がある自治体は普通交付税と

して財源が補てんされます。 

 基準財政需要額 － 基準財政収入額 ＝ 財源不足額 → 地方交付税（普通交付税） 

基準財政需要額 

基準財政収入額 財源不足 

また、特別交付税は普通交付税で捕捉されない特別の財政需要に対し交付されるものです。

例として災害など突発的で全国的に影響が大きいものが対象とされます。 

●国・県支出金 

福祉、教育など市町村が行う事務で、国と地方公共団体が経費を負担しあって仕事をする場

合に、国や県も責任を持っていたり、その事務を奨励するために、国・県から市町村に交付さ

れる負担金や補助金などをいいます。 

●分担金・負担金 

集落内整備事業などの事業に要する経費の全部または、一部をその事業の受益に応じて負担

いただくものです。 

●使用料・手数料 

使用料とは、体育館や文化ホールなどの施設を使用した場合などに徴収する料金で、手数料

とは、住民票や印鑑登録証明などの発行の際に要する経費など、提供するサービスに対して、

その費用の償うため徴収する料金です。 

●財産収入 

市町が所有する財産に係る貸し付け、交換、売払いによって生ずる現金収入や、基金等の預

貯金の利息収入があります。 

●寄附金 

市町に対して、無償で譲渡される金銭をいいます。 

●繰入金 

他の会計や基金から繰り入れられる資金をいい、歳入に不足を生じる場合においては、財政

調整基金から繰り入れるなどして弾力的な財源の調整を行います。 

●繰越金 

繰越金とは、決算上の剰余金で翌年度の歳入に編入された金額をいいます。 

●諸収入 

諸収入とは、他の歳入科目に分類されない収入をいい、銀行を経由して中小企業者に貸し付

けている貸付金の元利収入や税等の延滞金などがあります。 

●地方債 

地方債は、公共施設等の建設事業や災害復旧事業などの執行にあたり、資金を借り受ける借

入金をいいます。また、国が政策的に行う減税等による税の減収の補てんや、地方交付税の不

足分を市町の借入金で補てんする地方債もあります。 

 

用語の解説 

歳入 
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●人件費 

人件費に属するものとしては、議員報酬、各種委員報酬、特別職給与、職員給、地方公務員

共済組合等負担金、退職金などがあります。 

●物件費 

物件費とは、消耗品費、通信費、備品購入費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費など、

消費的性質の経費をいいます。 

●維持補修費 

公共施設等を維持するために必要となる修繕費等の経費をいいます。ただし、増改築など大

掛かりな経費は、投資的経費に含まれます。 

●扶助費 

生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法等に基づき、現金または物品の別

を問わず直接支給される経費をいいます。 

●補助費等 

各種団体等への負担金や補助金等が含まれます。東近江行政組合や愛知郡広域行政組合など

の一部事務組合に対する負担金も含まれます。 

●投資的経費 

道路、学校、庁舎など施設の新増設等の建設事業や、災害復旧のための経費をいいます。 

●公債費 

公共施設等の建設事業や災害復旧事業などの執行にあたり、借り受けた地方債の元金および

利子の償還額をいいます。 

●積立金 

財政運営を計画的にするため、または財源の余裕がある場合において特定の支出目的のため、

年度間の財源変動に備え、積み立てる金銭をいいます。 

●投資・出資・貸付金 

投資及び出資金とは、契約等に基づき、公益法人等に対し市町が出資する経費をいい、貸付

金とは、条例により団体や個人に貸し付けた経費をいいます。 

●繰出金 

国民健康保険や介護保険などの特別会計や基金へ繰り出す経費をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①普通交付税の算定の特例（合併算定替） 【国】 

合併後10年間は、合併しなかった場合の別々の市町が存在するものとみなして計算した交付

税額が保証されます。その後、新市で本来の水準まで交付額が低下しますが、5ヵ年度の激変緩

和措置を設け、段階的に低下するものとされています。 

②合併直後の臨時的経費に対する普通交付税措置（合併補正） 【国】 

合併直後に必要となる臨時的な経費に対応するための財政措置。 

交付金額＝(１億円＋５千円×合併後人口)×(１＋(合併関係市町村数－２)/４) 
(固定経費)  (合併後人口に応じた経費)   (合併関係市町村補正) 

ただし、東近江 1 市 4 町の合併と積算期間が重なることから、平成 18～21 年度においては、合

併関係市町村数は７団体、平成22年度は3団体として積算が行われます。 

③特別交付税の措置（包括的支援分） 【国】 

合併を機に行われる新たなまちづくりの財政需要に的確に対応するため交付される包括的な

財政措置。 

交付金額＝(4億円＋4千円×増加人口)×補正係数 

1年目：50％ ２年目：30％ 3年目：20％ 

 ただし、東近江1市4町の合併と積算期間が重なることから、重複期間を考慮し追加して積算が行

われます。 

④市町村合併支援特例交付金 【県】 

合併に伴い発生する緊急の財政需要に対し、経費負担を軽減するとともに合併後の一体的なま

ちづくり等を支援するために交付されます。 

追加交付金額 100,000千円（5年間毎年20,000千円） 

⑥合併特例債 【国】 

○新市まちづくり計画に基づいて行う次に掲げる事業のうち、特に必要と認められるものに要

する経費について、合併特例債を活用することができます。 

 

 

 

標準全体事業費（事業費の上限） 

180 億円×(合併後人口114,395 人÷10万人×0.000+1.000)×(増加人口 70,044 人÷

1万人×0.083+1.250)×1.714＝56,501,279千円 

－東近江市1市４町合併分 33,423,395円 

＝１市２町合併による追加額23,077,884千円（このうち95％が特例債充当可能） 

○また、地域住民の連帯の強化または地域振興等に対する基金造成について、合併特例債を活

用することができます。 

標準基金規模（基金の上限） 

3億円×(合併市町村数7)＋(1万人×増加人口70,044人)＋(5千円×合併後人口114,395

人)＝3,372,415千円 

上限の目安1.5 倍＝5,058,622千円（40億円が上限） 

ただし、東近江市 1 市 4 町合併と積算期間が重なることから、標準基金規模の上限 40 億

円から、東近江市１市4町合併分3,325,380千円（上限1.5 倍）を差し引くと、1市2町

合併における追加額は674,620千円が上限となります。（このうち95％が特例債充当可能） 

①合併後の市町村の一体性の速やかな確立を図るために行う公共的施設の整備事業 

②合併後の市町村の均衡ある発展に資するために行う公共的施設の整備事業 

③合併後の市町村の建設を総合的かつ効果的に推進するために行う公共的施設の統合整備事業 

国・県の財政支援制度の概要 歳出 


